
第１４号議案 

   負担付き贈与にかかる財産の受け入れについて 

 上記の議案を提出する。 

  平成３０年２月２１日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   負担付き贈与にかかる財産の受け入れについて 

 下記のとおり負担付き贈与にかかる財産を受け入れる。 

             記 

１ 受け入れる財産  裏面のとおり 

２ 受け入れ年月日  譲与契約締結の日 

３ 贈  与  者  東京都 

４ 贈 与 の 条 件   

（１）譲与契約締結の日から２０年間、公園用地として使用する。 

（２）足立区が上記の義務を履行しないときは、東京都は譲与契約を 

解除することができる。 

 

 （提案理由） 

 東京都所有の土地の贈与を受け入れるため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第９号の規定に基づき、この案を提出い

たします。 

 

 

 

 

 

 

 



受け入れる財産 

番 

号 
所在 

種 

類 
数量 

指定の

用途 

１ 
足立区江北四丁目１２８６番 

足立区江北四丁目１２５５番６ 

土

地 
２１３．７１㎡ 

公園 

用地 

２ 足立区江北四丁目１３２５番３ 
土

地 
１,４４２．２１㎡ 

公園 

用地 

３ 
足立区江北四丁目１２９９番１ 

の一部 

土

地 
１,７４０．００㎡ 

公園 

用地 

＊３については、東京都が行う測量に基づく実測値による。 




